
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆    お申込み、お申込み、お申込み、お申込み、お問い合わせお問い合わせお問い合わせお問い合わせはこちらのはこちらのはこちらのはこちらのQRQRQRQRコードからお願い致します。コードからお願い致します。コードからお願い致します。コードからお願い致します。 

  ＊回答はお問い合わせの翌営業日以降となりますのでご了承ください。 

   ＮＳＣＡジャパン事務局保険係  TEL 04-7197-2064（平日11時-15時まで） 

 

◆ 取扱代理店：東京海上日動あんしんコンサルティング株式会社 TEL 03-3243-7023 （受付時間：平日9時-17時まで） 

◆ 引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社 担当窓口：グローバルリスクマネジメント本部製造・消費財産業部営業第二チーム 

ご加入希望の方はご加入希望の方はご加入希望の方はご加入希望の方はNSCANSCANSCANSCAｼﾞｬﾊﾟﾝのｼﾞｬﾊﾟﾝのｼﾞｬﾊﾟﾝのｼﾞｬﾊﾟﾝのWebWebWebWebサイトを通じてお申し込みください。サイトを通じてお申し込みください。サイトを通じてお申し込みください。サイトを通じてお申し込みください。    

※保険料にはNSCA手数料330円が含まれています。 

このご案内は掲題保険の概要についてご紹介したものです。保険の内容は保険の内容は保険の内容は保険の内容はNSCANSCANSCANSCAｼﾞｬﾊﾟﾝのｼﾞｬﾊﾟﾝのｼﾞｬﾊﾟﾝのｼﾞｬﾊﾟﾝのWebWebWebWebサイト添付の商品説明書をご覧くださいサイト添付の商品説明書をご覧くださいサイト添付の商品説明書をご覧くださいサイト添付の商品説明書をご覧ください。詳細はご契約者であ

る団体（NSCAジャパン）の代表者にお渡ししてある保険約款によりますが、ご不明の点がありましたら、代理店または引受保険会社におたずねください。 

加入日 申込締切 加入日 申込締切

10月1日 9月15日 8,250 円 4月1日 3月15日 4,290 円
11月1日10月15日 7,590 円 5月1日 4月15日 3,630 円
12月1日11月15日 6,930 円 6月1日 5月15日 2,970 円
1月1日12月15日 6,270 円 7月1日 6月15日 2,310 円
2月1日 1月15日 5,610 円 8月1日 7月15日 1,650 円
3月1日 2月15日 4,950 円 9月1日 8月15日 990 円

保険料 保険料

※ 保険料は資格認定者１名あたりの金額です。加入月により保険料は変わります。 

保険期間：保険期間：保険期間：保険期間：２０２２０２２０２２０２５５５５年年年年１０月１日午後４時～２０２１０月１日午後４時～２０２１０月１日午後４時～２０２１０月１日午後４時～２０２６６６６年１０月１日午後４時年１０月１日午後４時年１０月１日午後４時年１０月１日午後４時 

 （保険商品名称：施設賠償責任保険・トレーニング指導業務特約条項( ＮＳＣＡｼﾞｬﾊﾟﾝ用）等付帯 ） 

次のストレングス＆コンディショニング（Ｓ＆Ｃ）コーチ／パーソナルトレーナー業務の遂行業務の遂行業務の遂行業務の遂行にかかわるリスクと、 
トレーニング施設の所有・使用・管理施設の所有・使用・管理施設の所有・使用・管理施設の所有・使用・管理にかかわるリスクが保険の対象となります。 

    
    (1) (1) (1) (1) 業務にかかわるリスク（業務危険）業務にかかわるリスク（業務危険）業務にかかわるリスク（業務危険）業務にかかわるリスク（業務危険） 

日本国内においてＳ＆Ｃコーチ／パーソナルトレーナーが、その資格に基づいて遂行したトレーニング指導業務その資格に基づいて遂行したトレーニング指導業務その資格に基づいて遂行したトレーニング指導業務その資格に基づいて遂行したトレーニング指導業務((((※※※※))))
に起因してに起因してに起因してに起因して、他人の身体の障害または財物の損壊について被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによ
り被る損害に対して、保険金をお支払いします。 

 （※）顧客と指導契約を締結して行うトレーニング指導業務、およびスポーツクラブがその会員と会員契約を締結して行うトレーニング指導業務のうち

記名被保険者がスポーツクラブから受託して行うものをいいます。 

    (2)  (2)  (2)  (2)  施設にかかわるリスク（施設危険）施設にかかわるリスク（施設危険）施設にかかわるリスク（施設危険）施設にかかわるリスク（施設危険）    
Ｓ＆Ｃコーチ／パーソナルトレーナーが上記トレーニング指導業務を遂行するにあたり 
所有・使用・管理する施設に起因して所有・使用・管理する施設に起因して所有・使用・管理する施設に起因して所有・使用・管理する施設に起因して、他人の身体の障害または財物の損壊について 
被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害に対して、保険金をお支払いします。 
 

担保種目担保種目担保種目担保種目    支払限度額支払限度額支払限度額支払限度額    
免責金額免責金額免責金額免責金額    

（自己負担額）（自己負担額）（自己負担額）（自己負担額）    

対人・対物賠償共通（対人・対物賠償共通（対人・対物賠償共通（対人・対物賠償共通（CSLCSLCSLCSL））））    被害者被害者被害者被害者 1111 名名名名・１事故・１億円・１事故・１億円・１事故・１億円・１事故・１億円    １事故１事故１事故１事故    

5555,000,000,000,000 円円円円    作業対象物損壊担保特約条項作業対象物損壊担保特約条項作業対象物損壊担保特約条項作業対象物損壊担保特約条項    1111 事故事故事故事故 100100100100 万円万円万円万円    

 

 

 

 

 

 

事故例 

・オンラインでのリハビリ指導中、クライアントにケガをさせてしまい、法律上の賠償責任が生

じた。＊クライアントと締結し、資格者の管理の下で行うトレーニングに限ります。 

お申込みはコチラ 

 

お問い合わせはコチラ 
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